
相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 
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本人確認書類（写）添付台紙（ 式）

本人確認書類（写）添付台紙

※ 本人確認書類の写しの添付は、申告書等の提出の都度必要です。

住 所 
又 は 

事 業 所 
事 務 所 
居所など

氏 名

フ リ ガ ナ

の り し ろ 

◆ マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

マイナンバーカードの表面及び裏面の を貼ってください。

◆ マイナンバーカードをお持ちでない方

「①番号確認書類」の と「②身元確認書類」の をそれぞれ貼ってください。 

※ 原本を貼ることのないよう、ご注意ください。

① 番 号 確 認 書 類

《本人のマイナンバーを確認できる書類の写し》

● 通知カード  
  (現在の氏名・住所等が記載されている場合に

限ります。)
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 

などのうちいずれか１つ 

② 身 元 確 認 書 類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類の写し》

● 運転免許証
● 公的医療保険の被保険者証 

(保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない 

程度にマスキング(塗りつぶし)をお願いします。)

● パスポート
● 身体障害者手帳 
● 在留カード    などのうちいずれか１つ

（マイナンバーカード表面） （マイナンバーカード裏面） 

※ のりしろに貼りきれない大きな書類の写しを本人確認書類として提出する場合は、この台紙の裏面部分に貼っ

てください。 
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